
 

 

「東日本大震災からの復興政策 10年間の振り返りに関する有識者会議」 

開催要領 

 

１．趣旨 

「「第２期復興・創生期間」以降における東日本大震災からの復興の基本方

針」（令和３年３月９日閣議決定）に基づき、第１期復興・創生期間の終了に

至るまでの復興に係る政府の組織や取組の変遷、進捗状況等について、資料を

収集・整理し、取りまとめて、南海トラフ地震など今後起こり得る大規模災害

に生かせる教訓・ノウハウを提示することが必要である。 

このため、発災から第１期復興・創生期間の終了に至るまでの政府の復興政

策 10 年間の振り返りを行うこととし、その取りまとめに当たって、外部専門

家等の意見を聴取する場として、「東日本大震災からの復興政策 10 年間の振

り返りに関する有識者会議」（以下「有識者会議」という。）を開催する。 

 

２．構成 

（１）有識者会議は、別紙に掲げる委員より構成し、復興大臣の下に開催する。 

（２）復興大臣は、別紙に掲げる委員の中から、有識者会議の座長及び座長代理

を選任する。 

（３）有識者は、必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。 

 

３．庶務 

有識者会議の庶務は、復興庁において処理する。 

 

４．運営 

（１） 有識者会議は、原則として公開とする。ただし、座長は、公開すること

により公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認める

ときその他正当な理由があると認めるときは、有識者会議の全部又は一

部を非公開とすることができる。 

（２） 有識者会議において配布された資料は、原則として、公表する。 

（３） 有識者会議の議事録は、原則として公表する。ただし、座長が特に必要

と認めるときは、議事録の全部又は一部を公表しないものとすることがで

きる。 
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